
令和 8 年 3 ⽉

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要
（１）

① 施 設

② 使 ⽤ 料

※税抜き

4,560 円 4,992 円
4,560 円 4,990 円
4,560 円 4,989 円

③ 組 織

有

＊2 条例上の使⽤料とは、⼀般家庭における２０㎥あたりの使⽤料(税抜き)をいう。

別添２－1

法適（全部適⽤･⼀部適⽤）
⾮ 適 の 区 分

⼀部適⽤（令和3年4⽉1⽇より）

浦臼町下水道事業経営戦略

平成14年3⽉31⽇（供⽤開始後 24年)

浦⾅町

特定環境保全公共下⽔道

事業の現況

供 ⽤ 開 始 年 度
（ 供 ⽤ 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 ⽇ ：

〜計 画 期 間 ：

処 理 区 数 4分区（浦⾅第7-1分区・浦⾅第7-2分区・浦⾅第7-3分区・浦⾅第7-4分区)

＊3 実質的な使⽤料とは、料⾦収⼊の合計を有収⽔量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭⽤のみでなく業務⽤を含む）をいう。

処 理 区 域 内 ⼈ ⼝ 密 度

処 理 場 数

流 域 下 ⽔ 道 等 へ の
接 続 の 有 無

10.15⼈/ha

業 務 ⽤ 使 ⽤ 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え ⽅

累進使⽤料制を採⽤し⼤量排出に対し傾斜的に単価を上げて対応していること、また企業誘致等への影響を考慮し、

条 例 上 の 使 ⽤ 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 ⽤ 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
令和5年度 令和5年度

⼀般料⾦と同⼀としている。

令和4年度 令和4年度

令和6年度 令和6年度

なし（⽯狩川流域下⽔道 奈井江浄化センターに接続）

⼀般家庭⽤使⽤料体 系の
概 要 ・ 考 え ⽅

基本料⾦ 超過料⾦
〜8㎥ 9㎥〜50㎥ 51㎥〜

1,800円 230円/㎥ 270円/㎥
基本⽔量は、⻄空知広域⽔道企業団の基本⽔量と同量。
平成24年度に使⽤料を改定。

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

汚⽔については、中部地区流域関連市町6市4町で構成する⽯狩川流域下⽔道組合の奈井江浄化センターで処理され、運営につ
いても組合で⾏っている（広域化）。また、下⽔道使⽤料の⼀部(コンビニ･納付書払い)についての請求･徴収業務については3町
で構成される⻄空知広域⽔道企業団へ委託している（共同化）。なお、平成19年2⽉に下⽔道区域を⾒直し、計画区域⾯積
23.2ha(125.7haから102.5ha)の削減を⾏い、晩⽣内地区および札的地区の⼀部については、合併処理浄化槽で⽣活排⽔を処理す
る地区としている（最適化）。

＊1「広域化」とは、⼀部事務組合による事業実施等の他の⾃治体との事業統合、流域下⽔道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の⾃治体で共同して使⽤する施設の建設（定住⾃⽴圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき

○○実施する施設 の整備（総務副⼤⾂通知）、事務の⼀部を共同して管理・執⾏する場合（料⾦徴収等の事務の⼀部を⼀部事務組合によって実施する場合等）を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下⽔・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃

○○合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

建設課技術係は令和7年度において3名であり、業務については⼟⽊事業、建築事業、下⽔道事業を3名で⾏っている。
職 員 数 職員給与費の予算措置については、下⽔道事業会計に1⼈置いている状況。

事  業  運  営  組  織 建設課⻑ 技術⻑ 技術係係⻑ 技術係
↑下⽔道事業会計職員給与費の予算措置

浦⾅町 建設課 技術係
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（２）⺠ 間 活 ⼒ の 活 ⽤ 等

（３）経営⽐較分析表を活⽤した現状分析

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

*4 「エネルギー利⽤」とは、下⽔汚泥･下⽔熱等、下⽔道事業の実施に伴い⽣じる資源(資産を含む)を⽤いた収⼊増につながる取組を指す。

⽯狩川流域下⽔道に接続しているため処理場がないことから、エネルギー利⽤
の検討はしていない。(⽯狩川流域下⽔道組合にてコンポスト事業や発電活⽤が実
施されており、構成市町が負担する汚⽔処理単価の低減に寄与)

⼟地・建物等を所有していないため、検討していない。

資 産 活 ⽤ の 状 況

ア ⺠間委託
（包括的⺠間委託を含む）

ア エネルギー利⽤
（下⽔熱・下⽔汚泥・発電等） *4

イ ⼟地・施設等利⽤
（未利⽤⼟地・施設の活⽤等） *5

*5 「⼟地・施設等利⽤」とは、⼟地･建物等、下⽔道事業の実施に不可⽋な資産を⽤いた、収⼊増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在の⺠間委託を継続するため、指定管理者制度の活⽤は検討していない。

包括的効率的な⺠間委託を検討しているため、PPP･PFIの検討はしていない。

イ 指定管理者制度

マンホールポンプ所の維持管理に伴う業務委託、下⽔道台帳（GISデータ）・資
産整理の情報更新等について⺠間委託を⾏っている。

処理区域内⼈⼝の予測

有収⽔量の予測

２．将来の事業環境

別紙「処理区域内⼈⼝予測⼀覧表」を参照。
処理区域内⼈⼝予測については、施策内容を考慮している⼈⼝ビジョンに基づく⾏政⼈⼝の予測値を⽤いて、実績トレンドを考慮した集中化率を乗じ

処理区域内⼈⼝を算出した。なお、⾏政⼈⼝は推計値と実績値で、ずれが⽣じているため､令和6年度から令和7年度までは、補正値を採⽤し算出する。

管渠の布設延⻑は約19km、約94％が塩ビ管となり、その全てが耐⽤年数の過半を残している。また、マンホールポンプを5ヶ所保有しており、これらの
施設については、令和3〜4年度策定のストックマネジメント計画に基づき、計画的な改築更新を⾏っていく必要がある。

現状の体制を基本として運営する⾒込みであるが、⽋員が出た際のリスクマネジメントを含めた業務の平準化を図るとともに、職員が業務の継承を⾏え
るよう業務の共有化を図る。

この経営⽐較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を活⽤し、本町の経年⽐較や他の類似団体との⽐較、複数の指標を組み合わせた分析を⾏い、

⺠ 間 活 ⽤ の 状 況

有収⽔量を算出し、将来処理区域内⼈⼝より予測した⽔洗化⼈⼝に乗じ算出した。

施設の⾒通し

組織の⾒通し

平成9年に下⽔道事業に着⼿、普及率が65.6％であり平成16年までにほぼ完了している。

使⽤料収⼊の⾒通し

別紙「使⽤料収⼊⾒通し⼀覧表」を参照。
直近の令和6年度の料⾦収⼊実績と有収⽔量実績から平均単価を算出し、有収⽔量に乗じて料⾦収⼊の推計を⾏った。

別紙「有収⽔量予測⼀覧表」を参照。
下⽔道に流れ込む⽔のうち、使⽤量を賦課できる⽔の量を、有収⽔量という。有収⽔量の推計は、直近の令和6年度の有収⽔量実績から1⼈1年当たりの

経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となる。

別紙「経営⽐較分析表」を参照。
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３．経営の基本⽅針

① 下⽔道使⽤料の滞納整理と徴収率の向上

② ⽔洗化率の向上

① 適切な維持管理費の維持

① 収⽀計画のうち投資についての説明

② 収⽀計画のうち財源についての説明

４．経営健全化の⽬標

  ストックマネジメント計画に基づいたマンホールポンプの改築の財源は、社会資本整備総合交付⾦のほか下⽔道事業債を充当し、可能な限り有利な財源を確

 ストックマネジメント計画の⽅針に基づいた下⽔道施設の適切な維持管理を⾏い、施設の健全化、
 事業費の平準化及び低減を図る。

⽬     標

 企業債については、利率の低い企業債への借換えを検討する。

 事業債を予定。

 「将来にわたり持続可能な下⽔道事業」を⽬指す。

５．投資・財政計画（収⽀計画）

⽬     標

  ３．安全･安⼼な環境の維持

（２）投資・財政計画（収⽀計画）の策定に当たっての説明
（１）投資・財政計画（収⽀計画） ： 別 紙 の と お り

⽬     標

（２）⽀出の抑制

（１）収⼊の確保

⽬     標

 の更新投資を実施。なお、管渠については、計画期間内において耐⽤年数を経過する管渠がないことから、経営戦略上、更新投資は実施しない。

    衛⽣的な⽣活環境を確保するため、未接続者への周知により⽔洗化率の向上を⽬指す。また、災害に対する運営体制や施設機能を強化する。

  安全･安⼼で衛⽣的な環境を維持するため、⼈⼝減少に伴う⽔需要の低下による料⾦収⼊の減収においても、検討･対応しながら健全な下⽔道経営を確⽴し、

    使⽤料の定期的な⾒直し等による安定した収⼊の確保と⽀出抑制に努め、健全な経営の維持に努める。また、町⺠には施設機能の継続を確保して安定
   したサービスを提供する。

  １．投資の合理化・効率化
    下⽔道の維持管理について、ストックマネジメント計画に基づき、事業の平準化及びライフサイクルコストの低減、施設の安全確保と⻑寿命化を図る。
  ２．経営の基盤強化及び安定化

  マンホールポンプについて、ストックマネジメント計画に基づいた調査結果により修繕･改築することを前提とした事業費を基準に投資規模を検討し、令和
 令和12年度に年間73.2百万円（令和11年度に実施設計業務4.5百万円）、令和16年度に年間25百万円（令和15年度に実施設計業務5.0百万円）

  流域下⽔道建設等負担⾦について、建設負担⾦については令和8年度から年間2.4百万円、道資本費負担⾦については、令和7年度予定額から毎年5％増により
 計上する。また、公共桝新設⼯事として、令和8年度から毎年年間0.6百万円計上する。

 する。なお、令和12年度に、年間36.3百万円の交付⾦及び年間36.3百万円の下⽔道事業債、令和16年度に、年間12.5百万円の交付⾦及び年間12.5百万円の下⽔

  下⽔道料⾦改定の必要性は概ね5年ごとに検討するが、収⽀計画では料⾦改定による収⼊増は⾒込まず、⽔洗化⼈⼝の推移に合わせた使⽤料収⼊を想定する。

⽬     標  下⽔道使⽤料を基本とし、経費の回収を前提とした料⾦改定等を検討する。

 令和17年度の経費回収率を100％とする。

 令和17年度までに⽔洗化率を90％以上とする。

 令和17年度まで毎年度末の過年度徴収率を60％以上とする。
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③ 収⽀計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収⽀計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要
① 今後の投資についての考え⽅・検討状況

② 今後の財源についての考え⽅・検討状況

③ 投資以外の経費についての考え⽅・検討状況

⺠間活⼒の活⽤に関する事項
（PPP/PFIなど）

○委託費に関する事項 〜 現⾏の維持管理の委託を継続し、事務の効率化を図りながら令和7年度予算額から毎年1％増により計上する。なお、令和8年

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

質の⾼い事業経営を遂⾏･継続していくため事業の検証を⾏い、PDCAサイクルにより経営戦略について5年ごとに
⾒直しを⾏い、安全･安⼼で衛⽣的な下⽔道サービスを継続的に提供していく。また、経費回収率の向上に向け、使
⽤料の適正化を⽬的とし、概ね5年ごとに使⽤料改定の必要性について検討する。

職員給与費に関する事項 地⽅公営企業法の⼀部適⽤により職員給与等に関しては⼀般会計に準じ、事務の効率化に努め適切な職
員配置を検討する。

動⼒費に関する事項 −

修繕費に関する事項 ストックマネジメント計画に基づき、施設の耐⽤年数や劣化状況等考慮しながら、⻑寿命化させる⽅策
を反映し、修繕費の削減と安全確保に努める。

委託費に関する事項 委託内容の⾒直し等により削減を検討する。

その他の取組 事業の適性化･効率化を推進するため、⽔洗化率向上を図る。

薬品費に関する事項

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

−

既に対応可能な広域化等は実施済みではあるが、先進事例等の情報収集を⾏い引き続き検討する。広域化・共同化・最適化に関する事項

投資の平準化に関する事項

⺠間活⼒の活⽤に関する事項
（包括的⺠間委託等の⺠間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

対応可能な⺠間委託については実施済みではあるが、今後、有益な⺠間活⽤がある場合には適切に検討
する。

資産活⽤による収⼊増加
の取組について

その他の取組 新規起債の償還期間をキャッシュフローに⽀障の無い範囲で短縮しするなど、⽀払利息を縮減する。

他団体の取組を参考に、資産活⽤について研究する。

料⾦改定については、定期的に検討するが国が⽰す⽬標値（使⽤料⾦収⼊で維持管理費100％+資本費
の40％を賄う）では⼤幅な料⾦改定が必要なことから、住⺠負担を考慮し維持管理費を賄う事のできる料
⾦を基本としつつ、空知管内の料⾦設定を考慮しながら検討する。

使⽤料の⾒直しに関する事項

○職員給与費に関する事項 〜 地⽅公営企業法の⼀部適⽤のため、職員給与等に関しては⼀般会計に準じる。なお賃⾦上昇率として1.5％を⾒込む。

利率の低い企業債への借換えを検討し、⽀出の低減を図る。

既に⼀部事務組合を構成し広域化・共同化に取り組んでいるところであるが、「令和8年度までに
WPPP導⼊を決定済みであること」が令和9年度以降の汚⽔管の改築に係る国費⽀援の要件となったこと
から、今後発出される情報を基に対応を検討する。また、対応可能な⺠間委託については実施済みではあ
るが、今後、有益な⺠間活⽤がある場合には適切に検討する。

ストックマネジメント計画による修繕・改築計画により、投資の平準化及び低減を図る。

その他の取組

から企業会計ｼｽﾃﾑ利⽤料および保守業務として、毎年1.3百万円を計上する。
○動⼒費に関する事項 〜 現⾏の維持管理のマンホールポンプ所の動⼒費を継続し、電気料⾦上昇分として1.0％の上昇を⾒込む。
○修繕費に関する事項 〜 現⾏の維持管理の修繕費を継続し、令和6年度ベースで計上する。
○負担⾦に関する事項 〜 現⾏の負担⾦を継続し、事務負担⾦として1.0％の上昇、資本費負担⾦として5.0％の上昇を⾒込む。
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